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ﾊﾞｽ利用 新潟交通 北ふ頭 約 分

北ふ頭 停留所下車徒歩約 分

○新潟空港から
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国道 号線竜が島郵便局前交差点を左折直進、

信号を一つ通過後右折し約 ｍ

日本海海難防止協会は、本州日本海沿岸 山口県を除く 及び付近水域における、

海上交通の安全に寄与するため、次の事業を行っております。

船舶の航行安全及び海難防止に関する事項の調査研究

船舶の航行安全に関する教育指導及び情報の提供

海難防止に関する事項の周知宣伝

その他本協会の目的を達成するために必要な事業
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Ⅰ 事 業 報 告

Ⅰ－１ 調査研究

１ 青森港大型客船入出港に係る航行安全調査

委員会の構成

順不同・敬称略

「委 員」

矢吹 英雄 東京海洋大学 名誉教授

髙橋 勝 海上保安大学校 名誉教授

松田 洋和 一般社団法人日本船長協会 副会長

成田 公美 青森港水先人会 水先人

柏屋 敬 日本通運株式会社青森支店 青森中央事業所 所長

「関係官公庁」

第二管区海上保安本部 交通部

青森海上保安部

東北地方整備局 港湾空港部

東北地方整備局 青森港湾事務所

青森地方気象台

作業部会

開 催 日：令和３年４月 日 水

場 所：青森市 ホテル青森

議 題：

① 第１回委員会の質疑への対応について

② 操船の安全性について 新中央埠頭

（ビジュアル操船実験結果）

③ 操船の安全性について 沖館埠頭

④ 係留の安全性について

⑤ 航行安全対策 案 について
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第２回委員会

開 催 日：令和３年６月 日 水

場 所：青森市 ホテル青森

議 題：

① 第１回委員会の質疑への対応について

② 操船の安全性について 新中央埠頭

③ 操船の安全性について 沖館埠頭

④ 係留の安全性について

⑤ 航行安全対策について

⑥ 報告書構成案について

Ⅰ－２ 全国海難防止強調運動の推進

海の事故を防止するには、船舶所有者、運航者をはじめとする海事関係者、漁業

関係者、マリンレジャー関係者など、船舶運航に直接関わる者はもとより、海運、

漁業活動の恩恵を享受している国民一般に対し、海難防止思想の普及、高揚を図る

必要があるとして、今年も海の月間に合わせて、７月 日から 日までの 日間を

「海難ゼロへの願い」をスローガンに官民の関係者が一体となって、「海の事故ゼ

ロキャンペーン」が行われます。

運動方針

重点事項

①「小型船舶の海難防止」

②「見張りの徹底及び船舶間コミュニケーションの促進」

③「ライフジャケットの常時着用等自己救命策の確保」

④「ふくそう海域等の安全性の確保」

推進項目

①「小型船舶の海難防止」に関する推進項目

イ プレジャーボートの発航前等の点検の徹底及び適切な見張りの徹底

プレジャーボートによる船舶事故は全体の約５割を占め、特に機関故障

海難の割合が高い傾向にある。

原因では、機関整備不良によるものが多いことから海洋レジャーシーズ

ンに備えての下架後、また、毎発航前等に船体、機関等の点検を行うこと

の徹底及び整備業者等による定期的な点検整備の推奨を図る。

ロ 漁船での適切な見張りの徹底

死亡・行方不明者を伴う海難の半数以上を漁船が占め、特に衝突の割合

が高い傾向にある。

原因では、見張り不十分によるものが顕著に多いことから適切な見張り

の徹底を図る。

ハ 荒天時における係留船舶の事故防止

台風による強風等の影響で、係留小型船舶の流出や浸水等が発生してい

ることから、早めの係留状況の確認及び固縛の強化、陸揚げ保管等の対策

の徹底を図る。
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ニ 多様化・活発化するウォーターアクティビティの安全対策

近年、免許や検査が不要なカヌー・ 等のウォーターアクティビティが

多様化・活発化している現状から「ウォーターセーフティガイド」の内容

充実及び普及を図る。

ホ 海の安全情報の利活用の啓発

近年、発達した低気圧や大雪等の影響により、係留小型船舶の浸水等の

海難が多発している現状から早期段階で対策を徹底させる海の安全情報の

利活用の啓発を図る。

②「見張りの徹底及び船舶間コミュニケーションの促進」に関する推進項目

貨物船やタンカー等の大型船舶による海難は衝突海難の割合が高い傾向

にあり、原因では操船不適切によるものが多い。

イ 常時適切な見張りの徹底

相手船の存在を認識しているにも関わらず、不適切な進行により衝突に

至る事故が多いことから、ＢＲＭの徹底を図るとともに、船員間にて互い

に確認し、常時適切な見張りの徹底を図る。

ロ 船舶間コミュニケーションの促進

次により、早期に船舶間の意思疎通を図り、相手船の動向を把握するこ

とで、適切な操船を行う。

・早めに相手船にわかりやすい動作をとる

・ＶＨＦや汽笛信号等を活用する

・ＡＩＳ情報を活用するとともに、正しい情報を入力する

③「ライフジャケットの常時着用等自己救命策の確保」に関する推進項目

海中転落した乗船者の安全を確保するために、①海上に浮く②速やかな

救助要請という２点が必要不可欠であることから、プレジャーボート、漁

船、遊漁船について自己救命策（ライフジャケット常時着用、連絡手段の

確保、 番等緊急電話番号の普及）確保に関する周知徹底を図る。

また、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、平成

年２月１日から小型船舶に乗船する者への救命胴衣の着用義務範囲が拡

大されたことも踏まえて、救命胴衣の着用徹底を目指す。

④「ふくそう海域等の安全対策」に関する推進項目

走錨等に起因する事故防止のために、各管区海上保安本部の対策等を一

覧できる「走錨事故防止ポータルサイト」を活用し、官民が一体となって

船上対応や運行管理に関する教育・啓発活動、教育機関での利用、荷主等

への協力要請等を行い、事故防止に係る取組の徹底を図る。

東北地方（第二管区海上保安本部）、日本海中部地方（第九管区海上保安本部）、

日本海西部地方（第八管区海上保安本部）において、安全指導・訪船指導などの各

種行事が展開される予定で、詳細は各地方の海難防止強調運動推進連絡会議から周

知されます。

次ページ以降、各地方推進連絡会議の状況を紹介しています。
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ロ 船舶間コミュニケーションの促進

次により、早期に船舶間の意思疎通を図り、相手船の動向を把握するこ

とで、適切な操船を行う。

・早めに相手船にわかりやすい動作をとる

・ＶＨＦや汽笛信号等を活用する

・ＡＩＳ情報を活用するとともに、正しい情報を入力する

③「ライフジャケットの常時着用等自己救命策の確保」に関する推進項目

海中転落した乗船者の安全を確保するために、①海上に浮く②速やかな

救助要請という２点が必要不可欠であることから、プレジャーボート、漁

船、遊漁船について自己救命策（ライフジャケット常時着用、連絡手段の

確保、 番等緊急電話番号の普及）確保に関する周知徹底を図る。

また、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、平成

年２月１日から小型船舶に乗船する者への救命胴衣の着用義務範囲が拡

大されたことも踏まえて、救命胴衣の着用徹底を目指す。

④「ふくそう海域等の安全対策」に関する推進項目

走錨等に起因する事故防止のために、各管区海上保安本部の対策等を一

覧できる「走錨事故防止ポータルサイト」を活用し、官民が一体となって

船上対応や運行管理に関する教育・啓発活動、教育機関での利用、荷主等

への協力要請等を行い、事故防止に係る取組の徹底を図る。

東北地方（第二管区海上保安本部）、日本海中部地方（第九管区海上保安本部）、

日本海西部地方（第八管区海上保安本部）において、安全指導・訪船指導などの各

種行事が展開される予定で、詳細は各地方の海難防止強調運動推進連絡会議から周

知されます。

次ページ以降、各地方推進連絡会議の状況を紹介しています。
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別 記 出 席 者 名 簿 順不同・敬称略

構成機関・団体 役 職 等 氏 名

官

公

庁

機

関

信越総合通信局 無線通信部 欠 席

北陸信越運輸局 海事部 首席運航労務監理官 谷内 勝雄

北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 沿岸防災対策室 沿岸防災対策官 山下 竜巳

新潟地方気象台 気象防災情報調整官 亀井 正久

水産庁 新潟漁業調整事務所 漁業監督課長 坂本 浩幸

新潟県 防災局 危機対策課 主事 米田裕一郎

新潟県警察本部 地域部 地域課 主任 錦織 哲

関

係

団

体

船員災害防止協会 北陸信越支部 事務局長 齋藤 昌志

公益社団法人北陸信越海事広報協会 欠 席

北陸信越旅客船協会 欠 席

一般財団法人日本気象協会 新潟支店 支店長 福山 博己

日本小型船舶検査機構 新潟支部 支部長 白垣 栄一

一般社団法人日本海事検定協会 新潟事業所 欠 席

全日本海員組合 新潟支部 支部長 住 成信

新潟県港湾協会 新潟県交通政策局港湾整備課 主事 井村 唯

新潟県水難救済会 事務局長 関口 史洋

新潟県漁業協同組合連合会 事業部 主任 斉藤 翔

新潟内航海運組合 理事長 阿部 正春

新潟水先区水先人会 会長 岡本 幹男

新潟海洋少年団 総務部長 田巻八重子

ＰＷ安全協会 新潟支部 欠 席

新潟県セーリング連盟 欠 席

主

催

第九管区海上保安本部 交通部 部長 屋宜 隆

航行安全課 専門官 山本 政宏

安全対策課長 伊藤 靖男

安全対策課 安全対策調整官 石山 稔

安全対策課 安全対策第一係 中山 奨也

安全対策課 安全対策第二係 成田 正剛

新潟海上保安部 交通課長 三國登志夫

交通課 安全対策係 佐藤 壽法

公益財団法人海上保安協会 新潟地方本部 事務局 橋本 友美

公益社団法人日本海海難防止協会 専務理事

事業部長

事業部 主任調査員

安藤 眞博

高野 修

花棚 景子

（事務局：公益社団法人 日本海海難防止協会）

１ 日本海中部地方海難防止強調運動推進連絡会議

開 催 日：令和３年６月 日 木

場 所：新潟市 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

出 席 者：別記のとおり

会議次第：

① 主催者挨拶

第九管区海上保安本部交通部 交通部長

② 議 事

令和３年度海の事故ゼロキャンペーン日本海中部地方実施計画

③ 連絡事項

イ 第九管区海上保安本部 交通部

第九管区海上保安本部の取り組み

ロ 新潟海上保安部

新潟海上保安部における活動

ハ 信越総合通信局 無線通信部

国際 、簡易 及び を設置する船舶局数について

コロナ禍により会議欠席、資料配布

ニ 新潟漁業調整事務所

漁船海難防止のための取り組み 水産庁

ホ 新潟地方気象台

気象情報等の改善について

・気象庁ホームページのリニューアル

・台風情報について

・警戒レベルと対応した高潮警報等に改善

・きめ細かな海流・海水温の情報提供を開始

へ その他6ページ写真 
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別 記 出 席 者 名 簿 順不同・敬称略

構成機関・団体 役 職 等 氏 名

官

公

庁

機

関

信越総合通信局 無線通信部 欠 席

北陸信越運輸局 海事部 首席運航労務監理官 谷内 勝雄

北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 沿岸防災対策室 沿岸防災対策官 山下 竜巳

新潟地方気象台 気象防災情報調整官 亀井 正久

水産庁 新潟漁業調整事務所 漁業監督課長 坂本 浩幸

新潟県 防災局 危機対策課 主事 米田裕一郎

新潟県警察本部 地域部 地域課 主任 錦織 哲

関

係

団

体

船員災害防止協会 北陸信越支部 事務局長 齋藤 昌志

公益社団法人北陸信越海事広報協会 欠 席

北陸信越旅客船協会 欠 席

一般財団法人日本気象協会 新潟支店 支店長 福山 博己

日本小型船舶検査機構 新潟支部 支部長 白垣 栄一

一般社団法人日本海事検定協会 新潟事業所 欠 席

全日本海員組合 新潟支部 支部長 住 成信

新潟県港湾協会 新潟県交通政策局港湾整備課 主事 井村 唯

新潟県水難救済会 事務局長 関口 史洋

新潟県漁業協同組合連合会 事業部 主任 斉藤 翔

新潟内航海運組合 理事長 阿部 正春

新潟水先区水先人会 会長 岡本 幹男

新潟海洋少年団 総務部長 田巻八重子

ＰＷ安全協会 新潟支部 欠 席

新潟県セーリング連盟 欠 席

主

催

第九管区海上保安本部 交通部 部長 屋宜 隆

航行安全課 専門官 山本 政宏

安全対策課長 伊藤 靖男

安全対策課 安全対策調整官 石山 稔

安全対策課 安全対策第一係 中山 奨也

安全対策課 安全対策第二係 成田 正剛

新潟海上保安部 交通課長 三國登志夫

交通課 安全対策係 佐藤 壽法

公益財団法人海上保安協会 新潟地方本部 事務局 橋本 友美

公益社団法人日本海海難防止協会 専務理事

事業部長

事業部 主任調査員

安藤 眞博

高野 修

花棚 景子

（事務局：公益社団法人 日本海海難防止協会）

１ 日本海中部地方海難防止強調運動推進連絡会議

開 催 日：令和３年６月 日 木

場 所：新潟市 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

出 席 者：別記のとおり

会議次第：

① 主催者挨拶

第九管区海上保安本部交通部 交通部長

② 議 事

令和３年度海の事故ゼロキャンペーン日本海中部地方実施計画

③ 連絡事項

イ 第九管区海上保安本部 交通部

第九管区海上保安本部の取り組み

ロ 新潟海上保安部

新潟海上保安部における活動

ハ 信越総合通信局 無線通信部

国際 、簡易 及び を設置する船舶局数について

コロナ禍により会議欠席、資料配布

ニ 新潟漁業調整事務所

漁船海難防止のための取り組み 水産庁

ホ 新潟地方気象台

気象情報等の改善について

・気象庁ホームページのリニューアル

・台風情報について

・警戒レベルと対応した高潮警報等に改善

・きめ細かな海流・海水温の情報提供を開始

へ その他



－  8  －

２ 東北地方海難防止強調運動推進連絡会議

コロナ禍により、書面審議で全構成員から同意を得て承認されました。

第１号議案 令和２年度事業報告について

第２号議案 令和３年度事業計画について

（事務局：公益財団法人 海上保安協会東北地方本部）

 

団 体・機 関 名 備 考

船員災害防止協会 東北支部

全日本海員組合 東北地方支部 副議長

東北漁業無線協会

東北港運協会

東北内航海運組合

東北旅客船協会

一般社団法人日本マリン事業協会東北支部 副議長

ＮＰＯ法人 ﾊﾟｰｿﾅﾙｳｫｰﾀｰｸﾗﾌﾄ安全協会東北地方本部

公益社団法人東北海事広報協会

一般財団法人日本海洋ﾚｼﾞｬｰ安全・振興協会東北事務所

一般財団法人日本気象協会東北支社

株式会社日本船舶職員養成協会東北

日本舶用機関整備協会 東北支部

公益社団法人日本海海難防止協会

公益財団法人海上保安協会東北地方本部 議 長

一般社団法人日本埋立浚渫協会東北支部

青森県海難防止強調運動推進連絡会

岩手地区海難防止強調運動推進連絡会議

宮城地区海難防止強調運動推進連絡会議

秋田県海難防止強調運動推進連絡会議

山形県海難防止強調運動推進連絡会議

福島県海難防止強調運動推進連絡会議

東北総合通信局

東北地方整備局

東北運輸局

仙台管区気象台

運輸安全委員会事務局仙台事務所

仙台地方海難審判所

第二管区海上保安本部

３ 海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議

コロナ禍により、書面審議で全構成員から同意を得て承認されました。

議案 令和３年度日本海西部地方海の事故ゼロキャンペーン実施計画

について

団 体・機 関 名 備 考

公益財団法人海上保安協会舞鶴地方本部 議 長

公益社団法人近畿海事広報協会

公益社団法人日本海海難防止協会

海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議 福井地区

〃 京都地区

〃 兵庫北地区

〃 境地区

〃 石見地区

北陸総合通信局

近畿総合通信局

中国総合通信局

境港漁業調整事務所

中部運輸局

近畿運輸局

神戸運輸監理部

中国運輸局

近畿地方整備局

運輸安全委員会事務局 神戸事務所

〃 広島事務所

神戸地方海難審判所

広島地方海難審判所

大阪管区気象台

第八管区海上保安本部

（事務局：公益財団法人 海上保安協会舞鶴地方本部）
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２ 東北地方海難防止強調運動推進連絡会議

コロナ禍により、書面審議で全構成員から同意を得て承認されました。

第１号議案 令和２年度事業報告について

第２号議案 令和３年度事業計画について

（事務局：公益財団法人 海上保安協会東北地方本部）

 

団 体・機 関 名 備 考

船員災害防止協会 東北支部

全日本海員組合 東北地方支部 副議長

東北漁業無線協会

東北港運協会

東北内航海運組合

東北旅客船協会

一般社団法人日本マリン事業協会東北支部 副議長

ＮＰＯ法人 ﾊﾟｰｿﾅﾙｳｫｰﾀｰｸﾗﾌﾄ安全協会東北地方本部

公益社団法人東北海事広報協会

一般財団法人日本海洋ﾚｼﾞｬｰ安全・振興協会東北事務所

一般財団法人日本気象協会東北支社

株式会社日本船舶職員養成協会東北

日本舶用機関整備協会 東北支部

公益社団法人日本海海難防止協会

公益財団法人海上保安協会東北地方本部 議 長

一般社団法人日本埋立浚渫協会東北支部

青森県海難防止強調運動推進連絡会

岩手地区海難防止強調運動推進連絡会議

宮城地区海難防止強調運動推進連絡会議

秋田県海難防止強調運動推進連絡会議

山形県海難防止強調運動推進連絡会議

福島県海難防止強調運動推進連絡会議

東北総合通信局

東北地方整備局

東北運輸局

仙台管区気象台

運輸安全委員会事務局仙台事務所

仙台地方海難審判所

第二管区海上保安本部

３ 海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議

コロナ禍により、書面審議で全構成員から同意を得て承認されました。

議案 令和３年度日本海西部地方海の事故ゼロキャンペーン実施計画

について

団 体・機 関 名 備 考

公益財団法人海上保安協会舞鶴地方本部 議 長

公益社団法人近畿海事広報協会

公益社団法人日本海海難防止協会

海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議 福井地区

〃 京都地区

〃 兵庫北地区

〃 境地区

〃 石見地区

北陸総合通信局

近畿総合通信局

中国総合通信局

境港漁業調整事務所

中部運輸局

近畿運輸局

神戸運輸監理部

中国運輸局

近畿地方整備局

運輸安全委員会事務局 神戸事務所

〃 広島事務所

神戸地方海難審判所

広島地方海難審判所

大阪管区気象台

第八管区海上保安本部

（事務局：公益財団法人 海上保安協会舞鶴地方本部）
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Ⅱ 会 務

Ⅱ－１ 令和３年度第１回理事会

令和３年度第１回理事会を令和３年５月 日 木 ＡＮＡクラウンプラザホテル

新潟において、理事 名、監事２名が出席され開催しました。

議事は、決議事項２件を審議した結果、出席理事全員異議なく原案のとおり決

しました。

この２件については、６月８日 火 開催の令和３年度通常総会で審議されます。

決議事項

第１号議案 令和２年度の事業報告及び決算の書類の承認について

～ ページ参照

第２号議案 役員候補者の選任について ページ参照

報告事項

業務を執行する理事の職務の執行の状況について

Ⅱ－２ 令和３年度事業推進連絡会議 （Web 会議)

１ 開 催 日  令和３年５月 日 木  

２ 参 加 者  下表のとおり

３ 議  事 

航行安全及び海難防止に関する調査研究について

海難防止に関する周知宣伝について

航行安全に関する情報交換について

その他

参 加 者 名 簿 順不同・敬称略

構 成 機 関 ・ 団 体 役 職 等 氏 名

第二管区海上保安本部交通部 航行安全課長 錦部 忠幸

〃 安全対策課長 滝山 豊

〃 安全対策課 安全対策調整官 瀬浪 秀喜

第八管区海上保安本部交通部 航行安全課長 戸川 義徳

〃 安全対策課長 竹内 正一

第九管区海上保安本部交通部 企画調整官 田中 裕和

〃 安全対策課長 伊藤 靖男

第九管区海上保安本部海洋情報部 監理課長 五藤 公威

公社 日本海海難防止協会 専務理事 安藤 眞博

〃 総務部長 木原 弘昭

〃 事業部長 高野 修
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Ⅱ 会 務
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令和３年度第１回理事会を令和３年５月 日 木 ＡＮＡクラウンプラザホテル
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〃 安全対策課 安全対策調整官 瀬浪 秀喜

第八管区海上保安本部交通部 航行安全課長 戸川 義徳

〃 安全対策課長 竹内 正一

第九管区海上保安本部交通部 企画調整官 田中 裕和

〃 安全対策課長 伊藤 靖男

第九管区海上保安本部海洋情報部 監理課長 五藤 公威
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Ⅱ－３ 令和３年度通常総会

前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策により、全員がマスク着用、

「３つの密」を避け、席は十分な間隔を保ち、常時換気から入口扉を開放のままで

通常総会を開催しました。

なお、通常総会後に会員相互の親睦と情報交換を行う懇親会は２年連続の中止と

なりました。

１ 開催日 令和３年６月８日（火）

２ 場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

（新潟市中央区万代５丁目 番 号）

３ 正会員数及び定足数

総数 名、定足数 名

４ 出席者数

出席正会員 名 うち代理出席者 ９名

書面表決 正会員 名

５ 会長の挨拶 南波秀憲（㈱リンコーコーポレーション代表取締役社長）

令和３年度の通常総会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、終息の見えない新型コロナウイルス感染拡大の影響で、皆様には大変

緊張感をもって対応している中、御出席をいただき、このように総会が開催でき

ますことを心から感謝申し上げます。また、日頃から、当協会の事業活動・運営

にご理解とご協力をいただいておりますことに、厚く御礼を申し上げます。

本日の総会におきましては、令和２年の事業報告及び収支決算の書類の承認、

役員の選任についてご審議をいただき、令和３年度の事業計画と収支予算につい

てご報告申し上げることとしております。

通常この時間から総会が始まりますと総会が終わった後は、皆様がお楽しみに

している懇親会が行われる訳ですが、新型コロナウイルス感染防止の観点から残

念ながら中止させていただきました。

新型コロナウイルス感染拡大で医療施設や医療従事者の不足や経済損失が色々

と報道される中、少し明るい話題といたしまして「“みなと”の元気なくして日

本の成長なし」という全国各地の 港湾における港湾投資効果事例集が国土交

通省から３月に広報されましたので、日本海側の港湾を紹介します。

秋田港では「洋上風力発電の導入による民間投資促進と経済活性化」として、

秋田港・能代港の港湾区域内及び秋田県沿岸での洋上風力開発では民間投資額が

約１兆円以上、秋田県内で約 億円の受注と見込まれています。

伏木富山港・舞鶴港では「岸壁延伸による岸壁待ち船舶の渋滞解消」として、

伏木富山港では５年前の平均 時間待ちが解消され、舞鶴港ではコンテナ取扱

量が供用開始の 年の から 年には と 倍に増加

しています。

金沢港では「大型船に対応した岸壁整備による輸出促進」として、国際物流タ

ーミナル整備に合わせ、背後に大手機械メーカーが工場を立地、貿易額が

年の約 億円から 年後には約 億円と４倍に増加しています。

浜田港では「貨物上屋や荷役機械の整備や臨港道路整備による港湾機能が強化」

として、外貨コンテナ貨物量が 年の が 年には と

倍に増加しています。

ほかに直近５年での民間投資と雇用では、酒田港ではバイオマス発電所の新設、

金沢港では電子機器の製造工場の増設、敦賀港ではフィルム工場の増設、そして

境港ではバイオマス発電所の新設などで民間の投資がなされ、多くの雇用が満た

されているところです。

残念ながら、この事例集には新潟港が出ておりませんでした。

事例集の最後には「日本は世界のあらゆる地域と貿易を行っており、その量は

億トンで、その ％は港を通じた海上輸送で輸出入されています。もしも

港がなくなった場合、貿易ができなくなり、我が国にとって港は必要不可欠なイ

ンフラなのです。」と結ばれています。

次に、ゴールデンウィーク期間中の全国での海難事故では、昨年から続く新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、「３密を回避しやすい」との理由から手軽

に実施できる屋外レジャー活動が活発となったためか、釣り中の事故者数が

人と前年度から７人、約３倍増え、その８割は海中転落事故となっています。当

協会の範囲である日本海側では、期間中天候が悪かったためか釣り中の事故はあ

りませんでした。

今年度も７月 日からは全国海難防止強調運動が始まります。
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Ⅱ－３ 令和３年度通常総会
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令和３年度通常総会 第１号議案

Ⅰ 船舶の航行安全及び海難防止に関する事項の調査研究

１ 自主事業

日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究

新潟港、佐渡島及び直江津港周辺海域

日本海側では、冬季の季節風を防ぐために港の北西方向を防波堤で囲み、港内

泊地は狭隘で台風や低気圧の発達等による荒天時の錨泊には適さない港が多いの

が現状です。また、港外泊地は冬季の季節風を遮る状況に無く、冬季の入港待機

錨泊に適する港湾は限られています。

日本海側においては、冬季着岸待ちの港外錨泊船舶の走錨による海難の蓋然性

も高く、これまで平成年間でも、富山湾内における冬季入港待機錨泊タンカーの

走錨からの乗揚げ、台風避難のための錨泊練習船の走錨からの乗揚げ等の海難が

発生しています。更には、最近の台風や低気圧の発達による強風は極大化する傾

向にあります。

これらを踏まえ、学識経験者、海事関係者及び関係官公庁で構成される委員会

を設置して、これまで実施した錨泊に関する調査結果も考慮に入れ、新潟港、佐

渡島及び直江津港周辺海域における錨泊の実態、地理的特性からの避泊地、錨泊

における安全対策等を検討し、船舶交通の安全確保について調査報告書としてと

りまとめました。

なお、本事業は公益財団法人日本海事センターからの補助金の助成を受けて行

いました。

第１回委員会 令和２年 ７月 日（新潟市）

第２回委員会 令和３年 ３月 ２日（新潟市）

報告書完成

２ 受託事業

地方公共団体及び民間企業等から船舶の航行安全又は海難防止に関する調査研

究の委託を受け、対象港湾及び船舶交通等に関する専門的知識を有する者、学識

事 業 報 告 書

令和２年４月１日から令和３年３月 日まで
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小型船舶の海難防止では、プレジャーボートの発航前点検、漁船の適切な見張

り、荒天時における確実な係留などを徹底する。また、自分の命は自分で守るた

めライフジャケットの常時着用など、広く周知活動を行います。

普段、海に係わりのない方々にも地道な事故防止や啓発活動が必要であり、機

会を捉えて、活動したいと考えております。

会員の皆様と共に、より一層、海上の交通安全に寄与して参いりたいと存じま

す。

最後になりましたが、会員の皆様のご健勝と、ますますの発展を祈念いたしま

してご挨拶といたします。

本日は、最後までよろしくお願いいたします。

６ 議 案

決議事項

第１号議案 令和２年度の事業報告及び決算の書類の承認について

～ ページ参照

第２号議案 役員の選任について ページ参照

報告事項

令和３年度の事業計画書及び収支予算書等について

会報前号９～ ページ参照

７ 議事の経過概要

定款第 条の規定に基づき南波会長が議長となり、議案の審議を開始し、

第１号、第２号議案が異議なく満場一致で承認されました。なお、書面での表

決は賛成 名でありました。

また、令和３年度の事業計画書及び収支予算書等について報告して総会を終

了しました。

審議中（後方から） 審議中（議長） 
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令和３年度通常総会 第１号議案

Ⅰ 船舶の航行安全及び海難防止に関する事項の調査研究

１ 自主事業

日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調査研究

新潟港、佐渡島及び直江津港周辺海域

日本海側では、冬季の季節風を防ぐために港の北西方向を防波堤で囲み、港内

泊地は狭隘で台風や低気圧の発達等による荒天時の錨泊には適さない港が多いの

が現状です。また、港外泊地は冬季の季節風を遮る状況に無く、冬季の入港待機

錨泊に適する港湾は限られています。

日本海側においては、冬季着岸待ちの港外錨泊船舶の走錨による海難の蓋然性

も高く、これまで平成年間でも、富山湾内における冬季入港待機錨泊タンカーの

走錨からの乗揚げ、台風避難のための錨泊練習船の走錨からの乗揚げ等の海難が

発生しています。更には、最近の台風や低気圧の発達による強風は極大化する傾

向にあります。

これらを踏まえ、学識経験者、海事関係者及び関係官公庁で構成される委員会

を設置して、これまで実施した錨泊に関する調査結果も考慮に入れ、新潟港、佐

渡島及び直江津港周辺海域における錨泊の実態、地理的特性からの避泊地、錨泊

における安全対策等を検討し、船舶交通の安全確保について調査報告書としてと

りまとめました。

なお、本事業は公益財団法人日本海事センターからの補助金の助成を受けて行

いました。

第１回委員会 令和２年 ７月 日（新潟市）

第２回委員会 令和３年 ３月 ２日（新潟市）

報告書完成

２ 受託事業

地方公共団体及び民間企業等から船舶の航行安全又は海難防止に関する調査研

究の委託を受け、対象港湾及び船舶交通等に関する専門的知識を有する者、学識

事 業 報 告 書

令和２年４月１日から令和３年３月 日まで

小型船舶の海難防止では、プレジャーボートの発航前点検、漁船の適切な見張

り、荒天時における確実な係留などを徹底する。また、自分の命は自分で守るた

めライフジャケットの常時着用など、広く周知活動を行います。

普段、海に係わりのない方々にも地道な事故防止や啓発活動が必要であり、機

会を捉えて、活動したいと考えております。

会員の皆様と共に、より一層、海上の交通安全に寄与して参いりたいと存じま

す。

最後になりましたが、会員の皆様のご健勝と、ますますの発展を祈念いたしま

してご挨拶といたします。

本日は、最後までよろしくお願いいたします。

６ 議 案

決議事項

第１号議案 令和２年度の事業報告及び決算の書類の承認について

～ ページ参照

第２号議案 役員の選任について ページ参照

報告事項

令和３年度の事業計画書及び収支予算書等について

会報前号９～ ページ参照

７ 議事の経過概要

定款第 条の規定に基づき南波会長が議長となり、議案の審議を開始し、

第１号、第２号議案が異議なく満場一致で承認されました。なお、書面での表

決は賛成 名でありました。

また、令和３年度の事業計画書及び収支予算書等について報告して総会を終

了しました。

審議中（後方から） 審議中（議長） 
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経験者の委員及び対象港湾を管理、管轄する関係官公庁、委託者により構成する

委員会等を設置して調査研究しました。

境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査

（境港管理組合委託 業務期間：平成 年４月 日

～令和３年３月 日）

境港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 月 ３日

第２回委員会 令和３年 ２月 日

報告書完成

秋田洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査（海域分調査）

日本風力開発株式会社委託 業務期間：令和元年 月 日

～令和２年７月 日）

秋田県八峰町、能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電

計画に係る航行安全について調査検討

第２回委員会 （新型コロナ感染防止のため書面審議）

報告書完成

酒田港 本港地区 クルーズ客船入出港に係る航行安全調査

（山形県委託 業務期間：令和２年１月 日～令和３年３月 日）

酒田港本港地区における客船の入出港に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ９月 日

ビジュアル操船実験 令和２年 月 日～ 日

作業部会 令和２年 月 日

報告書完成

八峰能代沖洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査

（合同会社八峰能代沖洋上風力委託 業務期間：令和２年１月 日

～令和２年 月 日）

秋田県八峰町及び能代市沖海域における洋上風力発電計画に係る航行安

全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ７月 日

視認シミュレーション実験 令和２年 ８月 日

第２回委員会 令和２年 ９月 日

第３回委員会 令和２年 月 ５日

報告書完成

鳥取港港湾計画改訂に係る船舶航行安全対策調査

（鳥取県委託 業務期間：令和２年６月 日～令和２年 月 日）

鳥取港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第２回委員会 令和２年 ９月 日

報告書完成

秋田県北部海域における洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査

（住友商事株式会社委託 業務期間：令和２年４月 日

～令和２年 月 日）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電計画に係

る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ７月 日

第２回委員会 令和２年 月 ７日

報告書完成

敦賀港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査

（福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所委託

業務期間：令和２年９月 日～令和３年６月 日）

敦賀港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和３年 ２月 日

調査継続

青森港大型客船入出港に係る航行安全調査

（青森県委託 業務期間：令和２年 月８日～令和３年６月 日）

青森港における大型客船の入出港に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 月 日

ビジュアル操船実験 令和３年 ３月 日～ 日

調査継続

秋田県由利本荘市沖洋上風力発電開発計画に係る航行安全調査

（電源開発株式会社委託 業務期間：令和２年 月 日

～令和３年３月 日）

秋田県由利本荘市沖海域における洋上風力発電計画に係る航行安全につ

いて調査検討
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経験者の委員及び対象港湾を管理、管轄する関係官公庁、委託者により構成する

委員会等を設置して調査研究しました。

境港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査

（境港管理組合委託 業務期間：平成 年４月 日

～令和３年３月 日）

境港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 月 ３日

第２回委員会 令和３年 ２月 日

報告書完成

秋田洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査（海域分調査）

日本風力開発株式会社委託 業務期間：令和元年 月 日

～令和２年７月 日）

秋田県八峰町、能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電

計画に係る航行安全について調査検討

第２回委員会 （新型コロナ感染防止のため書面審議）

報告書完成

酒田港 本港地区 クルーズ客船入出港に係る航行安全調査

（山形県委託 業務期間：令和２年１月 日～令和３年３月 日）

酒田港本港地区における客船の入出港に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ９月 日

ビジュアル操船実験 令和２年 月 日～ 日

作業部会 令和２年 月 日

報告書完成

八峰能代沖洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査

（合同会社八峰能代沖洋上風力委託 業務期間：令和２年１月 日

～令和２年 月 日）

秋田県八峰町及び能代市沖海域における洋上風力発電計画に係る航行安

全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ７月 日

視認シミュレーション実験 令和２年 ８月 日

第２回委員会 令和２年 ９月 日

第３回委員会 令和２年 月 ５日

報告書完成

鳥取港港湾計画改訂に係る船舶航行安全対策調査

（鳥取県委託 業務期間：令和２年６月 日～令和２年 月 日）

鳥取港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第２回委員会 令和２年 ９月 日

報告書完成

秋田県北部海域における洋上風力発電事業計画に係る航行安全調査

（住友商事株式会社委託 業務期間：令和２年４月 日

～令和２年 月 日）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電計画に係

る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 ７月 日

第２回委員会 令和２年 月 ７日

報告書完成

敦賀港港湾計画改訂に伴う船舶航行安全対策調査

（福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所委託

業務期間：令和２年９月 日～令和３年６月 日）

敦賀港港湾計画改訂に伴う施設計画に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和３年 ２月 日

調査継続

青森港大型客船入出港に係る航行安全調査

（青森県委託 業務期間：令和２年 月８日～令和３年６月 日）

青森港における大型客船の入出港に係る航行安全について調査検討

第１回委員会 令和２年 月 日

ビジュアル操船実験 令和３年 ３月 日～ 日

調査継続

秋田県由利本荘市沖洋上風力発電開発計画に係る航行安全調査

（電源開発株式会社委託 業務期間：令和２年 月 日

～令和３年３月 日）

秋田県由利本荘市沖海域における洋上風力発電計画に係る航行安全につ

いて調査検討
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委員会 令和３年 ３月 日

報告書完成

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖洋上風力発電開発計画に係る航行安全

調査

（電源開発株式会社委託 業務期間：令和２年 月 日

～令和３年３月 日）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電計画に係る

航行安全について調査検討

委員会 令和３年 ３月 日

報告書完成

舞鶴港大型客船入出港に係る航行安全調査

（京都府委託 業務期間：令和３年３月 日～令和４年３月５日）

舞鶴港における大型客船の入出港に係る航行安全について調査検討

資料収集・準備

Ⅱ 海難防止に関する事項の周知宣伝

全国海難防止強調運動の実施計画を受け、地方海難防止強調運動推進連絡会議の

事務局または構成団体として参画するとともに、海難防止啓発活動のための関連グ

ッズを作成・配布して活用を図りました。

また、当協会の事業概要、海難防止に関する事項等を掲載した会報を年３回発行

し、会員及び関係機関に配布するとともにホームページに掲載しました。

なお、海難防止の周知宣伝は、公益財団法人日本海事センターからの補助金の助

成を受けて行いました。

◆ 地方海難防止強調運動推進連絡会議

（新型コロナウイルス感染拡大のため各会議は書面審議。）

東北地方海難防止強調運動推進連絡会議（構成団体）

日本海中部地方海難防止強調運動推進連絡会議（事務局）

海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議（構成団体）

◆ 海難防止啓発用品の作成・配布

海の手帳、小型船の安全運航のための小冊子、ポスター、ティッシュ等

◆ 会報の発行

・ 第 号 部

・ 第 号 部

・ 第 号 部

Ⅲ 船舶の航行安全に関する教育指導及び情報の提供

１ 教育指導

依頼がなかったことから講習会の開催はありません。

２ 情報提供事業

委託がなかったことから情報提供事業はありません。
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委員会 令和３年 ３月 日

報告書完成

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖洋上風力発電開発計画に係る航行安全

調査

（電源開発株式会社委託 業務期間：令和２年 月 日

～令和３年３月 日）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖海域における洋上風力発電計画に係る

航行安全について調査検討

委員会 令和３年 ３月 日

報告書完成

舞鶴港大型客船入出港に係る航行安全調査

（京都府委託 業務期間：令和３年３月 日～令和４年３月５日）

舞鶴港における大型客船の入出港に係る航行安全について調査検討

資料収集・準備

Ⅱ 海難防止に関する事項の周知宣伝

全国海難防止強調運動の実施計画を受け、地方海難防止強調運動推進連絡会議の

事務局または構成団体として参画するとともに、海難防止啓発活動のための関連グ

ッズを作成・配布して活用を図りました。

また、当協会の事業概要、海難防止に関する事項等を掲載した会報を年３回発行

し、会員及び関係機関に配布するとともにホームページに掲載しました。

なお、海難防止の周知宣伝は、公益財団法人日本海事センターからの補助金の助

成を受けて行いました。

◆ 地方海難防止強調運動推進連絡会議

（新型コロナウイルス感染拡大のため各会議は書面審議。）

東北地方海難防止強調運動推進連絡会議（構成団体）

日本海中部地方海難防止強調運動推進連絡会議（事務局）

海難防止強調運動日本海西部地方推進連絡会議（構成団体）

◆ 海難防止啓発用品の作成・配布

海の手帳、小型船の安全運航のための小冊子、ポスター、ティッシュ等

◆ 会報の発行

・ 第 号 部

・ 第 号 部

・ 第 号 部

Ⅲ 船舶の航行安全に関する教育指導及び情報の提供

１ 教育指導

依頼がなかったことから講習会の開催はありません。

２ 情報提供事業

委託がなかったことから情報提供事業はありません。
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貸 借 対 照 表

令和３年３月 日現在

当　年　度 前　年　度 増　　減

Ⅰ　資　産　の　部

１. 流　動  資　産　

現 金

預 金

未 収 金 △ 46,938,880

前 払 金 △ 451,547

仕 掛 品 △ 4,826,601

流 動 資 産 合 計 △ 46,272,032

２. 固　定　資　産

特　定　資　産

管 理 運 営 資 産

役 員 退 職 慰 労
引 当 資 産

退 職 給 付 引 当 資 産

特 定 資 産 合 計

その他固定資産

什 器 備 品

電 話 加 入 権

そ の 他 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計 △ 44,877,032

Ⅱ　負　債　の　部

１. 流　動　負　債

未 払 金 △ 37,344,392

前 受 金

預 り 金

短 期 借 入 金 △ 22,950,000

未 払 消 費 税 等

役 員 賞 与 引 当 金

賞 与 引 当 金

流 動 負 債 合 計 △ 47,869,251

２. 固　定　負　債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計 △ 46,474,252

Ⅲ　正　味　財　産　の　部

１. 指 定 正 味 財 産

指 定 正 味 財 産 合 計

 (うち基本財産への充当額)

 (うち特定資産への充当額)

２. 一 般 正 味 財 産　

 (うち基本財産への充当額)

 (うち特定資産への充当額)

正 味 財 産 合 計

負債及び正味財産合計 △ 44,877,032

科　  目

(単位：円）

正味財産増減計算書

令和２年４月１日から令和３年３月 日まで

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

経常収益

特定資産運用益

特定資産受取利息

受　取　会　費 △ 40,000

正 会 員 受 取 会 費 △ 20,000

賛助会員受取会費 △ 20,000

事　業　収　益 △ 346,980

受 託 事 業 収 益 △ 346,980

受取補助金等

受 取 民 間 補 助 金

雑  収  益 △ 9

受 取 利 息 △ 9

経常収益計 △ 385,057

経常費用

事 業 費 △ 3,828,642

役 員 報 酬

給 料 手 当

役 員 賞 与
引 当 金 繰 入 額

賞与引当金繰入額

役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 費 用

福 利 厚 生 費

委 員 手 当 △ 18,000

会 議 費

旅 費 交 通 費 △ 1,796,479

通 信 運 搬 費 △ 190,027

消 耗 什 器 備 品 費 △ 887,353

消 耗 品 費 △ 445,867

修 繕 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 料 費

賃 借 料 △ 49,177

雑 役 務 費

諸 謝 金 △ 185,000

租 税 公 課

委 託 費 △ 12,024,414

清 掃 費 △ 239,553

雑 費

科 目 当　年　度 前　年　度 増 減

（単位：円）
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貸 借 対 照 表

令和３年３月 日現在

当　年　度 前　年　度 増　　減

Ⅰ　資　産　の　部

１. 流　動  資　産　

現 金

預 金

未 収 金 △ 46,938,880

前 払 金 △ 451,547

仕 掛 品 △ 4,826,601

流 動 資 産 合 計 △ 46,272,032

２. 固　定　資　産

特　定　資　産

管 理 運 営 資 産

役 員 退 職 慰 労
引 当 資 産

退 職 給 付 引 当 資 産

特 定 資 産 合 計

その他固定資産

什 器 備 品

電 話 加 入 権

そ の 他 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計 △ 44,877,032

Ⅱ　負　債　の　部

１. 流　動　負　債

未 払 金 △ 37,344,392

前 受 金

預 り 金

短 期 借 入 金 △ 22,950,000

未 払 消 費 税 等

役 員 賞 与 引 当 金

賞 与 引 当 金

流 動 負 債 合 計 △ 47,869,251

２. 固　定　負　債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計 △ 46,474,252

Ⅲ　正　味　財　産　の　部

１. 指 定 正 味 財 産

指 定 正 味 財 産 合 計

 (うち基本財産への充当額)

 (うち特定資産への充当額)

２. 一 般 正 味 財 産　

 (うち基本財産への充当額)

 (うち特定資産への充当額)

正 味 財 産 合 計

負債及び正味財産合計 △ 44,877,032

科　  目

(単位：円）

正味財産増減計算書

令和２年４月１日から令和３年３月 日まで

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

経常収益

特定資産運用益

特定資産受取利息

受　取　会　費 △ 40,000

正 会 員 受 取 会 費 △ 20,000

賛助会員受取会費 △ 20,000

事　業　収　益 △ 346,980

受 託 事 業 収 益 △ 346,980

受取補助金等

受 取 民 間 補 助 金

雑  収  益 △ 9

受 取 利 息 △ 9

経常収益計 △ 385,057

経常費用

事 業 費 △ 3,828,642

役 員 報 酬

給 料 手 当

役 員 賞 与
引 当 金 繰 入 額

賞与引当金繰入額

役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 費 用

福 利 厚 生 費

委 員 手 当 △ 18,000

会 議 費

旅 費 交 通 費 △ 1,796,479

通 信 運 搬 費 △ 190,027

消 耗 什 器 備 品 費 △ 887,353

消 耗 品 費 △ 445,867

修 繕 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 料 費

賃 借 料 △ 49,177

雑 役 務 費

諸 謝 金 △ 185,000

租 税 公 課

委 託 費 △ 12,024,414

清 掃 費 △ 239,553

雑 費

科 目 当　年　度 前　年　度 増 減

（単位：円）
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※決算の書類、財務諸表に対する注記、財産目録等の詳細は当協会ホームページ

「情報公開」に掲載しています。情報公開｜日本海海難防止協会 (nikkaikb.com) 

管 理 費

役 員 報 酬

給 料 手 当

役 員 賞 与
引 当 金 繰 入 額

賞与引当金繰入額

役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 費 用

福 利 厚 生 費

会 議 費 △ 719,242

旅 費 交 通 費

通 信 運 搬 費

消 耗 什 器 備 品 費 △ 272,586

消 耗 品 費 △ 109,041

修 繕 費

印 刷 製 本 費 △ 10,495

光 熱 水 料 費

賃 借 料 △ 15,107

雑 役 務 費

諸 謝 金 △ 1,675

租 税 公 課

支 払 寄 付 金

支 払 利 息 △ 81,618

委 託 費

清 掃 費 △ 73,587

雑 費

経常費用計 △ 3,603,296

当期経常増減額 △ 1,621,020

２．経常外増減の部

経常外収益

経常外収益計

経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額 △ 1,621,020

一般正味財産期首残高 △ 1,621,020

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

増 減前　年　度科 目 当　年　度

役 員 の 選 任 に つ い て

役 員 候 補 者 名 簿

（任期は、令和３年度通常総会終了時～令和５年度通常総会終了時）

（順不同・敬称略）

【理事】

理事 南 波 秀 憲 株式会社リンコーコーポレーション 代表取締役社長 重任

理事 西 宮 公 平 秋田海陸運送株式会社 代表取締役社長 重任

理事 川 西 邦 夫 伏木海陸運送株式会社 代表取締役社長 重任

理事 宮 下 義 重 浜田港運株式会社 取締役会長 重任

理事 安 藤 眞 博 公益社団法人日本海海難防止協会 重任

理事 相 場 斉 株式会社本間組 土木事業本部部長 重任

理事 五十嵐 由 之 東和造船株式会社 代表取締役 重任

理事 岩 川 祥 二 株式会社加賀田組 常務執行役員営業本部長 重任

理事 植 木 大 吾 株式会社植木組 新潟支店長 重任

理事 岡 本 幹 男 新潟水先区水先人会 会長 重任

理事 笠 原 力 新日本海フェリー株式会社 執行役員新潟支店長 重任

理事 木 下 博 七尾水先区水先人会 会長 重任

理事 清 田 邦 之 新潟県漁業協同組合連合会 専務理事 重任

理事 坂 本 和 彦 株式会社三国 代表取締役会長 重任

理事 真 保 髙 弘 佐渡汽船株式会社 常務取締役 重任

理事 髙 橋 政 則 酒田水先区水先人会 副会長 新任

理事 武 田 眞 二 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 取締役社長 重任

理事 西 川 順之輔 京都府漁業協同組合 代表理事組合長 重任

理事 日 野 雅 博 東亜建設工業株式会社北陸支店 支店長 重任

理事 細 川 英 邦 株式会社細川産業 代表取締役 重任

理事 丸 山 裕 司 北越物流株式会社 代表取締役社長 重任

理事 森 脇 啓治郎 境水先区水先人会 会長 重任

理事 山 田 浩 一 東洋建設株式会社新潟営業所 所長 重任

【監事】

監事 小 畑 修 富士運輸株式会社 専務取締役 重任

監事 佐 藤 紳 文 日本海曳船株式会社 代表取締役社長 重任
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※決算の書類、財務諸表に対する注記、財産目録等の詳細は当協会ホームページ

「情報公開」に掲載しています。情報公開｜日本海海難防止協会 (nikkaikb.com) 

管 理 費

役 員 報 酬

給 料 手 当

役 員 賞 与
引 当 金 繰 入 額

賞与引当金繰入額

役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

退 職 給 付 費 用

福 利 厚 生 費

会 議 費 △ 719,242

旅 費 交 通 費

通 信 運 搬 費

消 耗 什 器 備 品 費 △ 272,586

消 耗 品 費 △ 109,041

修 繕 費

印 刷 製 本 費 △ 10,495

光 熱 水 料 費

賃 借 料 △ 15,107

雑 役 務 費

諸 謝 金 △ 1,675

租 税 公 課

支 払 寄 付 金

支 払 利 息 △ 81,618

委 託 費

清 掃 費 △ 73,587

雑 費

経常費用計 △ 3,603,296

当期経常増減額 △ 1,621,020

２．経常外増減の部

経常外収益

経常外収益計

経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額 △ 1,621,020

一般正味財産期首残高 △ 1,621,020

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

増 減前　年　度科 目 当　年　度

役 員 の 選 任 に つ い て

役 員 候 補 者 名 簿

（任期は、令和３年度通常総会終了時～令和５年度通常総会終了時）

（順不同・敬称略）

【理事】

理事 南 波 秀 憲 株式会社リンコーコーポレーション 代表取締役社長 重任

理事 西 宮 公 平 秋田海陸運送株式会社 代表取締役社長 重任

理事 川 西 邦 夫 伏木海陸運送株式会社 代表取締役社長 重任

理事 宮 下 義 重 浜田港運株式会社 取締役会長 重任

理事 安 藤 眞 博 公益社団法人日本海海難防止協会 重任

理事 相 場 斉 株式会社本間組 土木事業本部部長 重任

理事 五十嵐 由 之 東和造船株式会社 代表取締役 重任

理事 岩 川 祥 二 株式会社加賀田組 常務執行役員営業本部長 重任

理事 植 木 大 吾 株式会社植木組 新潟支店長 重任

理事 岡 本 幹 男 新潟水先区水先人会 会長 重任

理事 笠 原 力 新日本海フェリー株式会社 執行役員新潟支店長 重任

理事 木 下 博 七尾水先区水先人会 会長 重任

理事 清 田 邦 之 新潟県漁業協同組合連合会 専務理事 重任

理事 坂 本 和 彦 株式会社三国 代表取締役会長 重任

理事 真 保 髙 弘 佐渡汽船株式会社 常務取締役 重任

理事 髙 橋 政 則 酒田水先区水先人会 副会長 新任

理事 武 田 眞 二 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 取締役社長 重任

理事 西 川 順之輔 京都府漁業協同組合 代表理事組合長 重任

理事 日 野 雅 博 東亜建設工業株式会社北陸支店 支店長 重任

理事 細 川 英 邦 株式会社細川産業 代表取締役 重任

理事 丸 山 裕 司 北越物流株式会社 代表取締役社長 重任

理事 森 脇 啓治郎 境水先区水先人会 会長 重任

理事 山 田 浩 一 東洋建設株式会社新潟営業所 所長 重任

【監事】

監事 小 畑 修 富士運輸株式会社 専務取締役 重任

監事 佐 藤 紳 文 日本海曳船株式会社 代表取締役社長 重任
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Ⅱ－４ 令和３年度第２回理事会

まん延している新型コロナウイルス感染症の現況を踏まえ第２回理事会を取り

止め、定款第 条（決議の省略）により対処することし、同年６月 日までに

理事の全員から同意する旨の書面を受け、また、決議について監事が異議を述べ

なかったことから同条に基づき、当該決議事項について承認可決する理事会決議

があったものとみなした。

決議事項

業務執行理事の選定について

承認された業務執行理事 

代表理事 会 長 南 波 秀 憲

理 事 副 会 長 西 宮 公 平

理 事 副 会 長 川 西 邦 夫

理 事 副 会 長 宮 下 義 重

理 事 専務理事 安 藤 眞 博

Ⅱ－５ 業務予定

内 容 予 定 月 日

舞鶴港第２ふ頭３、４号岸壁大型客船入出港に係る航行

安全調査 第１回委員会
令和３年 ７月 ７日

日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調

査研究（富山湾、七尾湾、飯田湾及び金沢港周辺海域）

第１回委員会

令和３年 ７月 日

会報第 号発行 令和４年 １月 下旬
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Ⅱ－４ 令和３年度第２回理事会

まん延している新型コロナウイルス感染症の現況を踏まえ第２回理事会を取り

止め、定款第 条（決議の省略）により対処することし、同年６月 日までに

理事の全員から同意する旨の書面を受け、また、決議について監事が異議を述べ

なかったことから同条に基づき、当該決議事項について承認可決する理事会決議

があったものとみなした。

決議事項

業務執行理事の選定について

承認された業務執行理事 

代表理事 会 長 南 波 秀 憲

理 事 副 会 長 西 宮 公 平

理 事 副 会 長 川 西 邦 夫

理 事 副 会 長 宮 下 義 重

理 事 専務理事 安 藤 眞 博

Ⅱ－５ 業務予定

内 容 予 定 月 日

舞鶴港第２ふ頭３、４号岸壁大型客船入出港に係る航行

安全調査 第１回委員会
令和３年 ７月 ７日

日本海主要港湾における錨泊船舶の安全対策に関する調

査研究（富山湾、七尾湾、飯田湾及び金沢港周辺海域）

第１回委員会

令和３年 ７月 日

会報第 号発行 令和４年 １月 下旬
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Ⅲ 海の安全情報

Ⅲ－１ 酒田港の海図について

～近代的水路業務開始から 周年を迎え～

第二管区海上保安本部 海洋情報部

前号の秋田船川港秋田区に引き続き、東北地方日本海側の主要港湾である酒田港に

ついて、港の変遷、海図の歴史を紹介します。

酒田港は、西廻り航路が開設され

ると北前船が往来し、秋田の土崎

湊と並び、出羽屈指の港町として発

展しました。

明治時代に入ると最上川の改修

工事が始まりました。

この頃、海図も整備され、山形県

最初の海図は、明治 年に第

号「佐渡島及羽越海岸」の分図「酒

田港」・「加茂港」が刊行されてい

ます。

大正時代に入ると、最上川改修工

事に付帯して酒田築港工事が始まり

ました。昭和４年には最上川をせき

止め、港と川を分離する工事が始ま

り、昭和７年に完成しています。

第 号：羽越沿岸諸分図第

：酒田港（ 刊行 年まで改補）

伊能図 第七十號「羽前之部」酒田付近抜粋

26 ページ 

27 ページ 

26 ページ 

27 ページ 

27 

酒田港は、戦後、昭和26年重要港湾

に指定され、本港地区から順調に整備

が進み、昭和45年から北港地区の整備

が行われ、現在の姿になっています。 

港の発展に伴い、入出港船舶が増加

したため昭和23年から、酒田港として

単独の海図が刊行されています。 

酒田港は近年、コンテナ貨物取扱量が飛躍的に伸び、入港船舶が急増しており海図を

令和２年６月に改版しています。この改版から図積が 1/2 から全紙となっています。

（詳細は、会報第129号(令和２年５月発行)を参照） 

第1160号：酒田港（S23） 

以

前

の

海

図 

改版の海図 

第Ｗ1160号：酒田港（R02） 第Ｗ1160号：酒田港（H25） 
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Ⅲ 海の安全情報

Ⅲ－１ 酒田港の海図について

～近代的水路業務開始から 周年を迎え～

第二管区海上保安本部 海洋情報部

前号の秋田船川港秋田区に引き続き、東北地方日本海側の主要港湾である酒田港に

ついて、港の変遷、海図の歴史を紹介します。

酒田港は、西廻り航路が開設され

ると北前船が往来し、秋田の土崎

湊と並び、出羽屈指の港町として発

展しました。

明治時代に入ると最上川の改修

工事が始まりました。

この頃、海図も整備され、山形県

最初の海図は、明治 年に第

号「佐渡島及羽越海岸」の分図「酒

田港」・「加茂港」が刊行されてい

ます。

大正時代に入ると、最上川改修工

事に付帯して酒田築港工事が始まり

ました。昭和４年には最上川をせき

止め、港と川を分離する工事が始ま

り、昭和７年に完成しています。

第 号：羽越沿岸諸分図第

：酒田港（ 刊行 年まで改補）

伊能図 第七十號「羽前之部」酒田付近抜粋
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したことのない規模や勢力の台風等が日本沿岸に多数襲来することを予想し、『走錨は

起こりうる』との認識の下、危機感をもって事故防止への備えをお願いいたします。

海上保安庁ホームページに走錨事故防止に役立つ情報を掲載しておりますので、以下の

アドレスよりご確認ください。＜ ＞

Ⅲ－２ 荒天時の走錨等に起因する事故防止について

～米子空港での対策～

第八管区海上保安本部交通部 航行安全課

海上保安庁では、平成 年９月に発生した関西国際空港連絡橋へのタンカー衝突事

故を受けて、船舶交通の安全確保の観点から、平成 年４月に、同空港周辺海域を含

む全国 箇所の重要施設（交通やライフライン等の断絶、代替手段がないことによる

不利益等をもたらす施設）の周辺海域を設定し、荒天時に錨泊制限等を実施しました。

令和２年度に４箇所を追加、計 箇所となっています。

重要施設及び対応策については下図のとおりです。

第八管区海上保安本部においては、米子空港が重要施設として選定されており、重点

指導海域 Ⅱ として 等による監視体制強化及び無線等による注意喚起のほか、次

ページのとおり、米子空港の航空導灯 西側 を中心とする半径３海里以内の海域におい

て、錨泊の自粛をお願いしております。

これから台風シーズンを迎えることから、近年は台風の勢力が大型化していることも

踏まえ、第八管区海上保安本部では引き続き、走錨防止対策の徹底を呼び掛けるととも

に、 等による監視体制の強化及び メッセージや 等による情報提供を続けて

まいりますので、船舶を運航する方 船長、運航管理者等 にあっては、これまでに経験
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Ⅲ－３ 自律型海洋観測装置 ＡＯＶ による観測のお知らせ

第九管区海上保安本部海洋情報部 海洋調査課

第九管区海上保安本部では、自律型海洋観測装置 以下、「ＡＯＶ」という。 による

海洋観測を実施しています。令和３年度の観測は、佐渡島北西方海域で６月～９月、佐

渡島東方海域で１０月～令和４年６月を予定しています。

ＡＯＶは、洋上で波の上下動を動力源として移動し、観測や通信に使用する電力を太

陽光発電により供給する環境に優しい観測機器です。観測項目は、風向、風速、気圧、

気温、流向、流速、水温、塩分、波高です。

２４時間リアルタイムで第九管区海上保安本部海洋情報部ホームページ及び「海しる

海洋状況表示システム 」図３，図４参照 に掲載するので、自宅や職場にいながら海

上のリアルタイムな気象・海象情報を自由に見ることができます。

船舶の安全な運航等にぜひ活用ください。

図１ 令和３年度観測海域及び観測期間

図２ ＡＯＶの概要
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① 第九管区海上保安本部海洋情報部ホームページ（ＡＯＶ観測情報）

：

② 海しる（パソコン版）：

③ 海しる（スマホ版）：

第九管区 海しる 海しる

ＡＯＶ観測情報 パソコン版 スマホ版

図３ 第九管区海上保安本部海洋情報部ホームページ

図４ 海しる（海洋状況表示システム）
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Ⅲ－３ 自律型海洋観測装置 ＡＯＶ による観測のお知らせ
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Ⅲ－４ 「船舶交通の安全に関する情報ポータルサイト」の設置

第九管区海上保安本部交通部 航行安全課

第九管区海上保安本部では、地震災害時の主要港における船舶交通の安全のために必

要な情報を提供する「船舶交通の安全に関する情報ポータルサイト」を第九管区海上

保安本部ホームページに設置しました。

このサイトは、日本海中部（新潟県、富山県、石川県）の主要港における地震災害時、

船舶が入港可能な航路や岸壁、航行の制限や航路障害物の存在など船舶交通の安全に

関する情報を集約特化したサイトを開設し、安全情報の提供をします。

１．情報を提供する港

新潟県 新潟港、直江津港、両津港

富山県 伏木富山港

石川県 金沢港、七尾港

２．運用等

地震災害発生後、おおむね７２時間以内を目途に被災状況等に基づき判断し開

設します。

各港長（海上保安部長等）による港湾管理者（地方公共団体）等との調整を踏

まえた要請に基づき開設します。

開設時には、海の安全情報（緊急情報メール）、Ｌアラートへの配信、広報な

どによりお知らせします。

開設を必要としない平時は、ポータルサイトバナーにおいて「現在情報はあり

ません」と表示します。

３．第九管区海上保安本部ホームページ

＜ＵＲＬ＞

【船舶交通の安全に関する情報ポータルサイトの概要】
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Ⅲ－４ 「船舶交通の安全に関する情報ポータルサイト」の設置

第九管区海上保安本部交通部 航行安全課

第九管区海上保安本部では、地震災害時の主要港における船舶交通の安全のために必

要な情報を提供する「船舶交通の安全に関する情報ポータルサイト」を第九管区海上

保安本部ホームページに設置しました。

このサイトは、日本海中部（新潟県、富山県、石川県）の主要港における地震災害時、

船舶が入港可能な航路や岸壁、航行の制限や航路障害物の存在など船舶交通の安全に

関する情報を集約特化したサイトを開設し、安全情報の提供をします。

１．情報を提供する港

新潟県 新潟港、直江津港、両津港

富山県 伏木富山港

石川県 金沢港、七尾港

２．運用等

地震災害発生後、おおむね７２時間以内を目途に被災状況等に基づき判断し開

設します。

各港長（海上保安部長等）による港湾管理者（地方公共団体）等との調整を踏

まえた要請に基づき開設します。

開設時には、海の安全情報（緊急情報メール）、Ｌアラートへの配信、広報な

どによりお知らせします。

開設を必要としない平時は、ポータルサイトバナーにおいて「現在情報はあり

ません」と表示します。

３．第九管区海上保安本部ホームページ

＜ＵＲＬ＞

【船舶交通の安全に関する情報ポータルサイトの概要】
ページ
ページ
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本地図は「地理院地図(GSI Maps)」から編集 
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参道は、鉄製の手すりが道に沿って設置されてありますので、それに掴まりながら、休

み休み登っていきますと、 分ほどで神社の境内に着きました。

本殿前には、「金峰神社」と彫られた石柱が建っていて、大正四年十一月に奉納された

ことを示す刻字がありました。

続いて、木造の二の鳥居が建っています。

二の鳥居は赤く塗られたこじんまりした鳥居

で、笠木は腐食が進んでいるようでした。拝

殿とか神楽殿と思われる建造物はなく 社務

所？あるいはこれが拝殿かも？と思わる建物

はある）、二の鳥居からは、直接ご本殿に至

る配置となっていました。社務所と思われる

建物の脇に、七神を祀る境内社が配置されていたがご祭神の詳細はわかりませんでした。

ご本殿は、舞鶴市内の多くの神社に見られるように、風雨からご本殿を護る覆屋に囲わ

れていましたが、覆屋の側壁は縦格子目の粗

い板壁になっていて、中の立派な造りの神殿

が周りからものぞき見することができました。

ご祭神は、地の人に聞いたところ、「天王

さんと呼ばれている。」とのことでした。

天王さんとは、牛頭
ご ず

天王のことですから、

素戔之
す さ の お

男尊
のみこと

がご祭神と思われます。

直線距離で メートルほど北隣りにある日

原神社のご祭神が、大日
お お ひ

霊女
る め

貴
むちの

尊
みこと

私の私見

的解釈）なので、お二人は、二世紀の初め

年ごろ 、日向で一緒にお住まいになっておら

れた時期があり、お二人の間に宗像３女神、つ

まり多紀
た ぎ

理
り

姫
ひめ

・多岐津
た ぎ つ

姫
ひめ

・狭依
さ よ

理
り

姫
ひめ

がお生まれ

になったということからしても、二神社が隣接

して祀られていても、全然不思議ではありませ

ん。むしろ自然なことだと思われるほどです。

神社名石碑

ご本殿覆屋

ご本殿

Ⅳ 寄 稿 欄

舞鶴の神様たち（金峰神社）

元舞鶴事務所長 山本勝眞

以前この稿で、日原
ひ ば ら

神社を紹介 会報第 号平成 年 月発行 したことがありま

すが、そのおり舞鶴市内の「女
にょ

布
う

」という地名の集落について簡単に触れました。女布は、

舞鶴若狭道・舞鶴西 から国道 号を北に キロメートルの「城南中学校前」を左

折し、南西寄りに、約１キロメートルほど入いったところです。

縄文時代の集落跡があり、舞鶴は遠い昔この女布か

ら始まった、との言い伝えさえあるところで、現在も、

立派な旧家が立ち並んでいて、由緒のある地区だとい

うことが容易に想像できる集落です。

この女布地区の奥まった山中に、今回紹介する

「金峰
きんぽう

神社」が鎮座されています。

以前、日原
ひ ば ら

神社を紹介したおりに金峰神社のことに

もちょっと触れたことを思い出しました。

女布の集落の最奥まで狭い砂利道を行くと、金峰神

社の一の鳥居の側面に行き着きますが、車はここまで

です。十分な駐車スペースがあります。

神社へのアプローチは、南向きに建てられた

石造りの一の鳥居をくぐって、急な坂道を

メートルほど登っていきます。胸突き八丁の急

坂道で息が切れてしまいますよ。参道の上り始

めの高手に「白山
しらやま

姫
ひめ

神社
じんじゃ

」という真新しい小

社が、参拝者を迎えています。

なお、一の鳥居には「金峰神社」と彫り込ま

れた木製のきれいな掲額が掛けてありました。

一の鳥居（掲額「金峰神社」）

一の鳥居の掲額

金峰神社 

本地図は「地理院地図(GSI Maps)」から編集 
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参道は、鉄製の手すりが道に沿って設置されてありますので、それに掴まりながら、休
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さんと呼ばれている。」とのことでした。

天王さんとは、牛頭
ご ず

天王のことですから、

素戔之
す さ の お

男尊
のみこと

がご祭神と思われます。

直線距離で メートルほど北隣りにある日

原神社のご祭神が、大日
お お ひ

霊女
る め

貴
むちの

尊
みこと

私の私見

的解釈）なので、お二人は、二世紀の初め

年ごろ 、日向で一緒にお住まいになっておら

れた時期があり、お二人の間に宗像３女神、つ

まり多紀
た ぎ

理
り

姫
ひめ

・多岐津
た ぎ つ

姫
ひめ

・狭依
さ よ

理
り

姫
ひめ

がお生まれ

になったということからしても、二神社が隣接

して祀られていても、全然不思議ではありませ
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神社名石碑

ご本殿覆屋

ご本殿

Ⅳ 寄 稿 欄

舞鶴の神様たち（金峰神社）

元舞鶴事務所長 山本勝眞

以前この稿で、日原
ひ ば ら

神社を紹介 会報第 号平成 年 月発行 したことがありま

すが、そのおり舞鶴市内の「女
にょ

布
う
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以前、日原
ひ ば ら
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もちょっと触れたことを思い出しました。

女布の集落の最奥まで狭い砂利道を行くと、金峰神

社の一の鳥居の側面に行き着きますが、車はここまで

です。十分な駐車スペースがあります。

神社へのアプローチは、南向きに建てられた

石造りの一の鳥居をくぐって、急な坂道を

メートルほど登っていきます。胸突き八丁の急

坂道で息が切れてしまいますよ。参道の上り始

めの高手に「白山
しらやま

姫
ひめ

神社
じんじゃ

」という真新しい小

社が、参拝者を迎えています。

なお、一の鳥居には「金峰神社」と彫り込ま

れた木製のきれいな掲額が掛けてありました。

一の鳥居（掲額「金峰神社」）

一の鳥居の掲額

金峰神社 

本地図は「地理院地図(GSI Maps)」から編集 
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奈良県桜井市の大神
おおみわ

神社の脇宮には檜
ひ

原
ばら

神社という神社が、また、島根県の雲南市に

日原
ひ ば ら

神社があります 島根県に他にも同じ名前の神社がたくさんあります。が、やはりご

祭神は大日霊女貴尊です。

素戔嗚尊については、これまでの稿で数多く触れてきましたので、今回は説明を省略さ

せてもらいます。

金峰神社は、天平年間 年 、高僧行基
ぎょうき

上人
しょうにん

が日本国内を巡歴されたとき、この地を訪

れ、山麓に金峰山菩提寺を建立された 確かな史

料は存在しない とされ、その鎮守社として素戔

嗚尊を勧請して建立されたとのことです。

ちなみに行基上人は、資料によれば、主に大

阪を中心に、 ケ寺近くを建立されたと伝えら

れていますが、残念ながら、女布の金峰神社はこの資料の中にはありません。この話は、

神社には関係がありませんので詳細は省略します。

神社の参道途中に祀られている「白山姫神社」は、金峰神社の脇宮で、「白山
しらやま

比咩
ひ め

神社
じんじゃ

」

とも書き表されています。石川県にある加賀一之宮がその本山で、菊理媛
くくりひめ

神
かみ

をご祭神とす

る神社ですが、菊理媛神は伊弉諾
い ざ な ぎ

、伊弉冉
い ざ な み

両神

様と関係の深い神様なので、金峰神社には、素

戔嗚尊のほかに伊弉諾・伊弉冉尊が合祀されて

いるのかもしれませんが、詳細はわかりません

でした。

また、白山姫神社がどういった経緯でこちら

の境内社として祀られているのかもわかりませ

んでした。

いずれにしても、これまで訪れた舞鶴市内の神社では見たことのない珍しい神様です。

ちなみに、この神社の一の鳥居のそばに、舞鶴市内で最大といわれるモミの巨木があり

ます。

ご本殿屋根裏

脇宮「白山姫神社」

胸高の周囲が５メートル、樹高は何と メートル

といいます。モミの頂上を見ても落雷などによる損壊

もなく、推定樹齢 年以上といわれているそうで

す。これからも無事大きくなってほしいものです。

写真では巨木には見えませんが、実際には大変大き

なものですよ。

モミの巨木
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